
中学校における消費者教育の支援⑨
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中学校における消費者教育の支援⑩
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中学校における消費者教育の支援⑪
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中学校における消費者教育の支援⑫
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中学校における消費者教育の支援⑬
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中学校における消費者教育の支援⑭

 教員と消費生活相談員とのティームティーチングで、
京都府作成の副教材を活用して消費者教育を実施

■試行授業

 消費生活相談員が、京都府作成の副教材を活用して
消費者教育を実施

 【理想】教員が、京都府作成の副教材を活用して消
費者教育を実施

○教育の専門家である教員が消費者教育を実施する。
（消費生活相談員は外部講師）

○消費生活相談員が全ての中学校で出前講座を実施
するのは不可能
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中学校における消費者教育の支援⑮

■技術・家庭科部会を通じた周知
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